
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
御
代
田
町
公
式
L
I
N
E
」

　
　
　

 

と
も
だ
ち
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

町
公
式
L
I
N
E
で
は
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
、
防
災
情
報
、

暮
ら
し
の
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
各
種
申
し
込

み
な
ど
、
便
利
な
機
能
も
実
装
し
て
い
き
ま
す
。

　
電
波
は
、
消
防
・
救
急
、
テ
レ

ビ
・
ラ
ジ
オ
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
・
携
帯
電
話
な
ど
、
社
会
の
イ

ン
フ
ラ
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
私

た
ち
の
暮
ら
し
の
安
心
・
安
全
の

た
め
に
電
波
の
正
し
い
利
用
を
お

願
い
し
ま
す
。

電
波
の
３
つ
の
ル
ー
ル

◦
無
線
機
器
を
使
用
の
際
は「
技

適
マ
ー
ク

」の
確
認
を
。

◦
外
国
規
格
の
無
線
機
器
に
は
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

◦
電
波
の
利
用
に
は
、
原
則
免
許

が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
信
越
総
合
通
信
局

・
不
法
無
線
局
に
関
す
る
こ
と

　
監
視
調
査
課

0
2
6（
2
3
4
）9
9
7
6

・
放
送
の
受
信
障
害
に
関
す
る
こ
と

　
受
信
障
害
対
策
官

0
2
6（
2
3
4
）9
9
9
1

　
高
齢
者
が
運
転
免
許
を
返
納
す

る
と
、
移
動
手
段
が
限
ら
れ
て
し

ま
う
た
め
、
外
出
や
社
会
参
加
の

機
会
が
減
少
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、

運
転
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
支
援
に

よ
っ
て
楽
し
み
や
生
き
が
い
を
持

ち
続
け
ら
れ
る
方
が
た
く
さ
ん
い

ま
す
。

　
こ
の
講
座
で
は
、
運
転
実
技
や

介
助
実
習
を
通
し
て
、
運
転
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
人
を
乗
せ
る
た

め
の
運
転
技
術
や
知
識
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
講
座
に
参
加
し
、
困
っ
て
い
る

方
の
移
動
支
援
に
つ
い
て
考
え
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
み
ま

せ
ん
か
？

日
時

　
6
月
20
日（
木
）

　
午
前
10
時
30
分
～
午
後
4
時

　
※
受
付　
午
前
10
時
10
分
～

場
所

　
御
代
田
町
役
場　
大
会
議
室

対
象

　
日
常
的
に
運
転
し
て
い
る
方
の

う
ち
、

「
守
ろ
う
！

電
波
の
ル
ー
ル
」 

運
転
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

　
　
　
　
～
あ
な
た
の“
運
転
と
少
し
の
時
間
”が
誰
か
の
日
常
を
幸
せ
に
～

•
通
い
の
場（
サ
ロ
ン
な
ど
）で

送
迎
を
し
て
い
る
方
、送
迎
に

関
心
の
あ
る
方

•
買
い
物
な
ど
に
乗
り
合
っ
て
出

か
け
て
い
る
方

•
通
院
や
買
い
物
に
困
っ
て
い
る

方
の
サ
ポ
ー
ト
を
考
え
て
み
た

い
方

定
員　
16
名（
申
し
込
み
順
）

持
ち
物

•
自
動
車
運
転
免
許
証

•
筆
記
用
具

•
昼
食

申
込
方
法

　
保
健
福
祉
課
地
域
包
括
支
援
係

（
8
番
窓
口
）へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
※
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え

て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
込
締
め
切
り　
6
月
17
日（
月
）

内
容

講
師　
N
P
O
法
人

　
　
　
全
国
移
動
サ
ー
ビ
ス

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
地
域
包
括
支
援
係

（
31
）２
５
１
０

日程表
時間割 内　容

10:30～11:55 御代田町における移動支援／移動サービス概論
／利用者理解と接遇・介助

～昼休憩～

12:40～13:20 移動サービスの運転に必要な知識と心構え

13:20～15:20 運転実技/介助実習

15:25～16:00 リスクへの備えと対応/修了証発行

6月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

納 期 限

71
月
曜
日

◦町県民税(１期分）
◦国民健康保険税(１期分）
◦保育料（６月期分）
◦町営住宅使用料（６月分）
◦上水道使用料（６月期分）
　　大口５月使用分、一般4・5月使用分

◦下水道使用料(６月期分）
　   大口５月使用分、一般4・5月使用分（町営水道区域）
　   一般2・3月使用分（佐久水道区域）
◦農集排使用料(６月期分）
　   2・3月使用分
◦個別排水使用料(６月期分）
　   4・5月使用分

　
児
童
手
当
は
、
中
学
校
卒
業
ま

で
の
児
童
を
養
育
さ
れ
て
い
る
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
６
年
２
月
分
か
ら
５
月
分

ま
で
の
児
童
手
当
を
６
月
10
日

６
月
10
日（
月
） 

児
童
手
当
支
給
の
ご
案
内

（
月
）に
指
定
口
座
へ
振
り
込
み
ま

す
の
で
、
受
給
者
の
皆
さ
ま
は
入

金
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

町
民
税
課
税
通
知
書
の
確
認
を
お

願
い
し
ま
す

　
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
の
所

得
額
が
表
の
所
得
上
限
限
度
額
以

上
の
場
合
、
児
童
手
当
で
は
な
く
、

町
独
自
の「
特
別
手
当
」が
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

現
在「
特
別
手
当
」を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
の
所
得
が
所
得
上
限

限
度
額
を
下
回
っ
た
と
き
に
は
、

児
童
手
当
の
認
定
請
求
書
の
提
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
町
民

税
課
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
15
日
以
内
に
必
ず
児

童
手
当
の
認
定
請
求
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
が
遅
れ
る
と
、

遅
れ
た
月
分
の
児
童
手
当
が
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

　
令
和
４
年
度
か
ら
現
況
届
の
提

出
は
原
則
不
要
で
す
が
、
次
に
該

当
す
る
方
は
現
況
届
の
提
出
が
必

要
で
す
。

①
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ
り
、

住
民
票
の
住
所
地
が
御
代
田
町

と
異
な
る
方

②
支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
や
住
民

票
が
な
い
方

③
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居

さ
れ
て
い
る
方

④
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、

施
設
等
の
受
給
者

⑤
そ
の
他
、
御
代
田
町
か
ら
提
出

の
案
内
が
あ
っ
た
方

変
更
事
項
が
あ
っ
た
と
き
は
、
町

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い

①
児
童
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
こ

と
な
ど
に
よ
り
、
支
給
対
象
と

な
る
児
童
が
い
な
く
な
っ
た
と

き
②
受
給
者
や
配
偶
者
、
児
童
の
住

所
が
変
わ
っ
た
と
き（
他
の
市

区
町
村
や
海
外
へ
の
転
出
を
含

む
）

③
受
給
者
や
配
偶
者
、
児
童
の
氏

名
が
変
わ
っ
た
と
き

④
一
緒
に
児
童
を
養
育
す
る
配
偶

者
が
い
な
く
な
っ
た
と
き

⑤
受
給
者
の
加
入
す
る
年
金
が
変

わ
っ
た
と
き（
受
給
者
が
公
務

員
に
な
っ
た
と
き
を
含
む
）

⑥
離
婚
協
議
中
の
受
給
者
が
離
婚

を
し
た
と
き

⑦
国
内
で
児
童
を
養
育
し
て
い
る

者
と
し
て
海
外
に
住
ん
で
い
る

父
母
か
ら「
父
母
指
定
者
」の

指
定
を
受
け
る
と
き

問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
こ
ど
も
係（32

）３
１
１
４

所得上限限度額（※）

扶養親族等の数（カッコ内は例） 所得額（万円） 収入額の目安（万円）

0人（前年末に児童が生まれていない場合等） 858 1,071
1人（児童1人の場合等） 896 1,124
2人（児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等） 934 1,162
3人（児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等） 972 1,200
4人（児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等） 1,010 1,238
5人（児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等） 1,048 1,276

※所得上限限度額超過世帯は町独自の「特別手当」の支給対象になります。

こ
ん
に
ち
は
農
業
委
員
会
で
す

春
の
安
全
作
業
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
！

春
の
安
全
作
業
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
！

問
い
合
わ
せ
先　
農
業
委
員
会
事
務
局  （
32
）3
1
1
3

●
農
作
業
中
の
事
故
の
傾
向

　

農
林
水
産
省
の
調
査
デ
ー
タ
に

よ
る
と
、
農
作
業
中
の
事
故
で
亡

く
な
る
方
は
近
年
2
7
0
人
に

も
及
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
ほ

と
ん
ど
が
、
農
業
機
械
作
業
に
係

る
事
故
で
す
。
事
故
を
未
然
に
防

ぐ
た
め
、
農
業
機
械
操
作
時
の
安

全
確
認
と
事
故
予
防
対
策
の
見
直

し
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

●
安
全
確
認
・
予
防
対
策

　

次
に
紹
介
す
る
安
全
確
認
・
予

防
対
策
を
確
実
に
し
て
、
事
故
を

防
止
し
ま
し
ょ
う
。

①
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
、
安
全

キ
ャ
ブ
、
フ
レ
ー
ム
の
装
着

　

事
故
の
際
に
身
体
が
投
げ
出
さ

れ
る
の
を
防
ぎ
ま
す
。

②
ブ
レ
ー
キ
連
結
の
確
認

　

農
作
業
前
後
の
道
路
走
行
前
に
、

必
ず
ブ
レ
ー
キ
連
結
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。
連
結
し
な
い
と
、
ブ

レ
ー
キ
を
踏
ん
だ
と
き
に
急
旋
回

す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
春
の
農
繁
期
を
迎
え
、
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
の
農
業
機
械
を
使
う
こ
と

が
多
く
な
る
季
節
で
す
。

　
近
年
の
農
業
機
械
に
よ
る
事
故
の
発
生
の
傾
向
と
安
全
確
認
、
予
防

対
策
を
紹
介
し
ま
す
。

③
低
速
車
マ
ー
ク
や
反
射
板
の
取

り
付
け

　

後
続
車
の
追
突
を
防
止
す
る
た

め
、
見
え
や
す
い
場
所
に
低
速
車

マ
ー
ク
や
反
射
板
を
取
り
付
け
、

運
転
前
に
汚
れ
で
見
え
な
く
な
っ

て
い
な
い
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

④
点
検
や
異
物
除
去
は
エ
ン
ジ
ン

を
切
っ
て
か
ら

　

点
検
や
異
物
除
去
を
す
る
際
は
、

必
ず
エ
ン
ジ
ン
を
停
止
し
、
手
の

巻
き
込
み
な
ど
に
注
意
し
ま
し
ょ

う
。

⑤
草
刈
機
は
、
不
安
定
姿
勢
と
飛

散
物
に
注
意

　

傾
斜
地
な
ど
は
、
滑
り
や
す
い

た
め
、
安
定
し
た
足
場
で
作
業
し
、

飛
散
物
を
防
ぐ
ヘ
ル
メ
ッ
ト
や
防

護
メ
ガ
ネ
な
ど
の
保
護
具
を
身
に

着
け
ま
し
ょ
う
。

　

最
後
に
、
農
作
業
中
は
、
定
期

的
に
家
族
や
仲
間
と
連
絡
を
取
り

合
い
、
休
憩
も
し
っ
か
り
取
っ
て
、

み
ん
な
で
安
全
な
農
作
業
に
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。
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